
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パーソナルコンピュータの読取器に差し込まれる複数のアプリケーションの携帯用カー
ドであって、
－内部に空洞部が形成されたカードパックと、
－ カードパックの周辺部に配置された、 携帯用カードを読取器に接続するのに適合
した第１のコネクタと、
－ 携帯用カードの端部に配置され、 カードパックの空洞部に装着される、ハウジ
ングを備えた可動式ラック（ここでハウジングは、小型カードに支持されるチップを受容
するよう構成され、凹みとその底部を備えている）と、
－ 携帯用カードを 小型カードに接続するのに適合した、 第１のコネクタに電
子的に接続された第２のコネクタとを有する、携帯用カード。
【請求項２】
　 小型カードのサイズが、ほぼ幅１５ｍｍ、長さ２５ｍｍ及び厚さ０．８ｍｍの平行
六面体の中に含まれることを特徴とする、請求項１に記載の携帯用カード。
【請求項３】
　パーソナルコンピュータの読取器に差し込まれる複数のアプリケーションの携帯用カー
ドであって、
－内部に空洞部が形成されたカードパックと、
－ カードパックの周辺部に配置された、 携帯用カードを読取器に接続するのに適合
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した第１のコネクタと、
－ 携帯用カードの端部に配置され、 カードパックの空洞部に装着される、ハウジ
ングを備えた可動式ラック（ここで、ハウジングは、小型カードに支持されるチップを受
容するよう構成され、凹みとその底部を備えており、小型カードは、サイズがほぼ幅１５
ｍｍ、長さ２５ｍｍ及び厚さ０．８ｍｍの平行六面体の中に含まれる）と、
－ 携帯用カードを 小型カードに接続するのに適合した、 第１のコネクタに電
子的に接続された第２のコネクタであって、空洞部の天井部に配置された第２のコネクタ
とを有する、携帯用カード。
【請求項４】
　 第２のコネクタが、固定された配線によって 第１のコネクタに接続された接触
部材であることを特徴とする、請求項３に記載の携帯用カード。
【請求項５】
　パーソナルコンピュータの読取器に差し込まれる複数のアプリケーションの携帯用カー
ドであって、
－内部に空洞部が形成されたカードパックと、
－ カードパックの周辺部に配置された、 携帯用カードを読取器に接続するのに適合
した第１のコネクタと、
－ 携帯用カードの端部に配置され、カードパックの空洞部に装着される、ハウジング
を備えた可動式ラック（ここで、ハウジングは、小型カードに支持されるチップを受容す
るよう構成され、凹みとその底部を備えており、小型カードは、サイズがほぼ幅１５ｍｍ
、長さ２５ｍｍ及び厚さ０．８ｍｍの平行六面体の中に含まれる）と、
－ 携帯用カードを 小型カードに接続するのに適合した、 第１のコネクタに電
子的に接続された第２のコネクタであって、 可動式ラックの底部に固定された第２の
コネクタとを有する携帯用カード。
【請求項６】
　 携帯用カードが、ＰＣＭＣＩＡフォーマットに基づくことを特徴とする請求項５に
記載の携帯用カード。
【請求項７】
　 可動式ラックが、 ハウジングから 小型カードを取り外すための孔を有する
ことを特徴とする 請求項６に記載の携帯用カード。
【請求項８】
　 カードの面に隣接して カードに取り付けられ、複数のさらなる
小型カードを収納するための収容部を有する蓋をさらに含むことを特徴とする、請求項７
に記載の携帯用カード。
【請求項９】
　 収容部が、 小型カードをスライド可能に収納するのに適合していることを特徴
とする、請求項８に記載の携帯用カード。
【請求項１０】
　 収納部が、凹部で形成され、該収容部が、手で 小型カードを収納するための可
撓性肩部と、 小型カードの取り外しを可能にする孔とを備えることを特徴とする、請
求項８に記載の携帯用カード。
【請求項１１】
　 収容部が、九つの 小型カードを収納するのに適合していることを特徴とする、
請求項１０に記載の携帯用カード。
【請求項１２】
　 携帯用カードが、さらに、所持者を認識するための機構を備えたマイクロプロセッ
サを有することを特徴とする、請求項１１に記載の携帯用カード。
【請求項１３】
　 マイクロプロセッサが、安全化されたメモリを有し、 安全化されたメモリが、

小型カードのサービスへのアクセスを提供するコードを備えることを特徴とする、請求
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項１２に記載の携帯用カード。
【請求項１４】
　メモリを有した カードであって、 メモリが、複数の異なるアプリケーショ
ン（ここで、それぞれのアプリケーションは、そのアプリケーションと関連する 小型
カードと組み合わせて使用される）に使用される、請求項１３に記載の携帯用カード。
【請求項１５】
　パーソナルコンピュータの読取器に差し込まれる複数のアプリケーションの携帯用カー
ドであって、
－内部に空洞部が形成されたカードパックと、
－ カードパックの周辺部に配置された、 カードを読取器に接続するのに適合し
た第１のコネクタと、
－ 携帯用カードの端部に配置され、 カードパックの空洞部に装着される、ハウジ
ングを備えた可動式ラック（ここでハウジングは、小型カードに支持されるチップを受容
するよう構成され、凹みとその底部を備えている）と、
－ 携帯用カードを 小型カードに接続するのに適合した、 第１のコネクタに電
子的に接続された第２のコネクタであって、空洞部の天井部に配置された第２のコネクタ
とを有する、携帯用カード。
【請求項１６】
　パーソナルコンピュータの読取器に差し込まれる複数のアプリケーションの携帯用カー
ドであって、
－内部に空洞部が形成されたカードパックと、
－ カードパックの周辺部に配置された、 カードを読取器に接続するのに適合し
た第１のコネクタと、
－ カードの端部に配置され、 カードパックの空洞部に装着される、ハウジ
ングを備えた可動式ラック（ここでハウジングは、 小型カードに支持されるチップを
受容するよう構成され、凹みとその底部を備えている）と、
－ カードを 小型カードに接続するのに適合した、 第１のコネクタに電
子的に接続された第２のコネクタであって、固定された配線によって 第１のコネクタ
に接続された接触部材である第２のコネクタとを有する、携帯用カード。
【請求項１７】
　パーソナルコンピュータの読取器に差し込まれる複数のアプリケーションの携帯用カー
ドであって、
－内部に空洞部が形成されたカードパックと、
－ カードパックの周辺部に配置された、 携帯用カードを読取器に接続するのに適合
した第１のコネクタと、
－ 携帯用カードの端部に配置され、 カードパックの空洞部に装着される、ハウジ
ングを備えた可動式ラック（ここでハウジングは、小型カードに支持されるチップを受容
するよう構成され、凹みとその底部を備えている）と、
－ 携帯用カードを 小型カードに接続するのに適合した、 第１のコネクタに電
子的に接続された第２のコネクタであって、 可動式ラックの底部に固定された第２の
コネクタとを有する、携帯用カード。
【請求項１８】
　 可動式ラックが、 ハウジングから 小型カードを取り外すための孔を有する
ことを特徴とする、請求項１に記載の携帯用カード。
【請求項１９】
　 携帯用カードの面に隣接して 携帯用カードに取り付けられ、複数のさらなる

小型カードを収納するための収容部を有する蓋をさらに含むことを特徴とする、請求項
１に記載の携帯用カード。
【請求項２０】
　 収容部が、九つの 小型カードを収納するのに適合していることを特徴とする、
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請求項１９に記載の携帯用カード。
【請求項２１】
　 第２のコネクタが、可撓性導体配線によって 第１のコネクタに接続されている
ことを特徴とする、請求項５に記載の携帯用カード。
【請求項２２】
　 携帯用カードが、ＰＣＭＣＩＡフォーマットに基づくことを特徴とする、請求項３
に記載の携帯用カード。
【請求項２３】
　 可動式ラックが、 ハウジングから 小型カードを取り外すための孔を有する
ことを特徴とする、請求項２２に記載の携帯用カード。
【請求項２４】
　 携帯用カードの面に隣接して携帯用カードに取り付けられ、複数のさらなる 小
型カードを収納するための収容部を有する蓋をさらに含むことを特徴とする、請求項２３
に記載の携帯用カード。
【請求項２５】
　 収容部が、 小型カードをスライド可能に収納するのに適合していることを特徴
とする、請求項２４に記載の携帯用カード。
【請求項２６】
　 収納部が、凹部で形成され、該収容部が、手で 小型カードを収納するための可
撓性肩部と、 小型カードの取り外しを可能にする孔とを備えることを特徴とする、請
求項２４に記載の携帯用カード。
【請求項２７】
　 収容部が、九つの 小型カードを収納するのに適合していることを特徴とする、
請求項２６に記載の携帯用カード。
【請求項２８】
　 携帯用カードが、さらに、所持者を認識するための機構を備えたマイクロプロセッ
サを有することを特徴とする、請求項２７に記載の携帯用カード。
【請求項２９】
　 マイクロプロセッサが、安全化されたメモリを有し、 安全化されたメモリが、

小型カードのサービスへのアクセスを提供するコードを備えることを特徴とする、請求
項２８に記載の携帯用カード。
【請求項３０】
　メモリを有した カードであって、 メモリが、複数の異なるアプリケーショ
ン（ここで、それぞれのアプリケーションは、そのアプリケーションと関連する 小型
カードと組み合わせて使用される）に使用される、請求項２９に記載の携帯用カード。
【請求項３１】
　 第２のコネクタが、可撓性導体配線によって 第１のコネクタに接続されている
ことを特徴とする、請求項１７に記載の携帯用カード。
【請求項３２】
　 携帯用カードが、ＰＣＭＣＩＡフォーマットに基づくことを特徴とする、請求項１
に記載の携帯用カード。
【請求項３３】
　 収容部が、 小型カードをスライド可能に収納するのに適合していることを特徴
とする、請求項１９に記載の携帯用カード。
【請求項３４】
　 収納部が、凹部で形成され、該収容部が、手で 小型カードを収納するための可
撓性肩部と、 小型カードの取り外しを可能にする孔とを備えることを特徴とする、請
求項１９に記載の携帯用カード。
【請求項３５】
　 携帯用カードが、さらに、所持者を認識するための機構を備えたマイクロプロセッ
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サを有することを特徴とする、請求項１に記載の携帯用カード。
【請求項３６】
　マイクロプロセッサの安全化されたメモリが、 小型カードのサービスへのアクセス
を提供するコードを備えることを特徴とする、請求項１に記載の携帯用カード。
【請求項３７】
　メモリを有した携帯用カードであって、 メモリが、複数の異なるアプリケーション（
ここで、それぞれのアプリケーションは、そのアプリケーションと関連する 小型カー
ドと組み合わせて使用される）に使用される、請求項１に記載の携帯用カード。
【請求項３８】
　非接触アクセスのための転送用アンテナを含むことを特徴とする、請求項１～３７のい
ずれか一つに記載の携帯用カード。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は、特にマイクロコンピュータまたはＰＣ（パーソナルコンピュータ）の一部分を
形成するカード読取器に一時的に挿入するためのマルチアプリケーション携帯用カードに
関するものである。それは、特に、パーソナルコンピュータメモリカードインターナショ
ナルアソシエーション (Personal Computer Memory Card International Association) (1
030B、 East Duane Avenue, Sunnyvale, California) によって規格化された 68ピンＰＣＭ
ＩＡフォーマットカードに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
これらのカードは、近い将来、ディスケットまたは他の磁気型記憶手段及びチップカード
型携帯用電子カードに取って代わる。
実際、それらの高いメモリ容量（数 100 万バイトの範囲）、それらのコンパクトさ（厚さ
３ mmで５ cm×８ cmの範囲）及び磁気ディスケットよりかなり速いそれらのアクセス速度が
、それらを理想的な情報媒体にしている。
しかしながら、使用される磁気媒体の構成に関する理由のため、ＰＣＭＣＩＡカードは安
全ではない。それらが内蔵する情報は、特にチップカードに内蔵される情報よりかなりア
クセスし易い。
【０００３】
この欠点を解消するために、まず最初に、チップカードのチップとＰＣＭＣＩＡカードの
データ処理システムとの間に接続を形成することによって標準的なチップカードをＰＣＭ
ＣＩＡカードに導入することがまず提案された。このような方法は、例えば、第 2,686,17
2 号として公開されたフランス国特許出願に記載されている。
しかしながら、この魅力的な解決方法は制限を受けている。実際、理論的には１個のチッ
プで複数のアプリケーションに十分な量の情報を記憶することができるが、マルチアプリ
ケーションチップカードを作製するためには、異なる供給者が同意に達することを必要と
する。これは、現在の経済的状況では不可能なので、現在使用されているチップカードは
１つのアプリケーション専用に設計されている。
【０００４】
次に、上記の特許出願で記載された型のＰＣＭＣＩＡチップカードと共に複数のチップカ
ードを配置する考えが提案された。しかしながら、厚さが 0.8mm の標準的なチップカード
では、このようなＰＣＭＣＩＡチップカードで例えば９個にチップカードを使用すると、
その結果、装置の最小の厚さは約９× 0.8mm ＋３ mm＝ 10.2mmになるので、この方法は実行
できない。これは、コートのポケット内に入れなければならないであろう、いわゆる携帯
用カードとしては大きすぎる。
さらに、アメリカ合衆国特許第 5,049,728 号は、マルチチップカードの使用を提案した。
しかし、これらのカードの本体の製造は極めて複雑であり、そこでチップを操作すること
は困難なので、この方法は実現できない。
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【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の目的は、このようなカードを収容することができるラックを備えるＰＣＭＣＩＡ
カードを提案することによって、接続及び操作の複雑さに関するこれらの欠点を解消する
ことにある。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
本発明によると、この目的及び下記に説明するその他の目的は、特にパーソナルコンピュ
ータの読取器に差し込まれる複数のアプリケーションの携帯用カードであって、パックの
周辺部に配置された上記読取器との接続のための第１のコネクタを備えるカードにおいて
、上記カードが、第１に、カードの端部に配置され、パックの空洞部に装着される可動式
ラックで、小型カードが支持するチップを受けるよう構成され、底部を備えたハウジング
を備える可動式ラックと、第２に、第１のコネクタに電子的に接続された第２のコネクタ
とを備えることを特徴とする携帯用カードによって達成される。
【０００７】
本発明の別の特徴によると、これらのような携帯用カードは、好ましくは小型カードを収
容するための収容部を備える蓋を備える。
下記の説明によって本発明が実施できる方法がより明らかになろう。但し、これらの例は
本発明を何ら限定するものではない。下記の説明は、添付図面を参照して実施される。
【０００８】
【実施例】
本発明は、特に、添付図面に参照番号１で示したＰＣＭＣＩＡフォーマット携帯用カード
に使用される。
ＰＣＭＣＩＡフォーマットカードは、そのサイズがほぼ５ cm×８ cmに等しく、厚さが約３
mmの平行六面体に成形された長方形パック２を形成している。このパック２は、マイクロ
プロセッサ及び大容量メモリを備える。
第１の標準化された 68ピン雌型コネクタ３は、パーソナルコンピュータの対応する雄型コ
ネクタに挿入されるためにその第１の側面の１つでパック２の周辺部に配置される。
【０００９】
図１ (a)、 (bb)及び (c)に破線によって図示した空洞部４はＰＣＭＣＩＡカード中に形成さ
れ、カードの側面のうちコネクタ３が使用していない側面で、カードの端部に開口してい
る。好ましくは、この側面は、ＰＣＭＣＩＡカードの大きな側面である。
この空洞部４は、ラック５を受けるように構成されている。図１ (a)、 (b)及び (bb)にラッ
ク５を開いた位置で、及び、 (c)にラック５を閉じた位置で図示した。
【００１０】
ラック５は、全体として参照番号６を付したハウジングまたは凹部の位置を除いてむくで
ある。このハウジング６は、底部６ａ、及びほぼ鉛直で好ましくはわずかに傾斜した端部
６ｂを有する。ラック５の底部は、実際にはハウジング６の底部６ａである。表面から出
っ張っていないコンタクトを備えるチップ７は、ハウジング６内に置かれてもよい。これ
らのコンタクトは、従来、主に、種々の建物のアクセスの際の防犯管理、銀行業務処理ま
たは電話通信等のサービス提供等のために使用されるチップカードに見られる型のもので
ある。本発明の場合、チップ自体は、各々、チップカードのフォーマットより小さいフォ
ーマットを有する小型カード８に各々配置されている。
【００１１】
この時、ハウジング６は、小型カード８の形状をとることが好ましい。これらの小型カー
ドは、例えば、ほぼ幅約 15mm、長さ 25mm及び厚さ 0.8mm の平行六面体内に含まれる。その
角の１つは、小型カード８またはチップ７のラック５に対する正確な方向決定を可能にす
るように切断されている。
【００１２】
もちろん、本発明の範囲は、ラック５を備える単一の空洞部４を備える携帯用カードだけ
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に限定されるものではなく、さらに、各々がラック５を備える複数の空洞部を有する携帯
用カードを含む。チップカードは通常最大でも８個のコンタクトしか備えていないので、
ＰＣＭＣＩＡカードのピンの数は、そのような変形例を可能にすることができる。この場
合、必要ならば、ＰＣＭＣＩＡカードに内蔵されるマイクロプロセッサは、ラック内で接
続されているチップ間の多重化をも実施してもよい。
【００１３】
さらに、本発明の携帯用カードは、チップ及びＰＣＭＣＩＡカードの能動素子に通常備え
られている、表面から出っ張っていない８個のコンタクトパッド間の接続、及びＰＣＭＣ
ＩＡカードのこれらの能動素子と第１の 68ピンコネクタとの間の接続を行うための第２の
コネクタを備える。従って、この第２のコネクタは、 68ピンの導体に直接か、または、イ
ンタフェースに接続された８本の導体配線を有する。このインタフェースは、カードのマ
イクロプロセッサによって制御され、チップが受けたか、または出力した信号とパーソナ
ルコンピュータによって識別された信号との間のプロトコル変換を特に行う。
【００１４】
第２のコネクタは、要求により、図１ (bb)に図示したように空洞部４内に、または、図１
(b)に図示したようにハウジング６内のラック５の底部に配置される。
第２のコネクタが空洞部４内に配置された場合、このコネクタはこの空洞部に天井に取り
付けられる。この時、小型カード８は、ラック５内でチップ７の金属化部分 15が上方を向
くように方向決定される。この時、図１ (bb)の第２のコネクタは、参照番号 12で示されて
いる。この場合、コネクタ 12は固定されていてよい。チップ７とのコンタクトは、極めて
正確な調節によって、可撓性部分を備える第２のコネクタのコンタクトパッドによりラッ
ク５が閉じられるとすぐに形成される。この可撓性部分は、例えば、カード１に装着され
たラック５の縦方向の側面を示す図１ (cc)に参照番号 19で図示した、コンタクトを形成す
る金属及び弾性ストリップ等の可撓性部分である。第２のコネクタは、また、可動式であ
ってもよい。この場合、ラック５を閉じると、第２のコネクタのコンタクトパッドはチッ
プの方へ移動する。前者の実施例は、製造が容易であるが、チップ７はコネクタ 12のスト
リップとの接触の繰り返しによって引っ掻き傷がつくことがある。後者の実施例はこの欠
点を有していないが、製造が機械的により困難である。しかしながら、後者の型の構造は
可能である。その原理から、それは、ランディングタイプと呼ばれて知られているチップ
カードコネクタに使用されている構造である。
【００１５】
一方、第２のコネクタがラック５上に配置されている時、そのコネクタはハウジング６の
底部に固定されている。それは、図１ (b)に参照番号 13で図示されている。この実施例で
は、小型カード８は、チップ７のコネクタを下方を向けて置かれなければならない。その
時、第２のコネクタは、ラック５が歪まずにラック５の開閉を可能にするよう十分な長さ
の可撓性導体配線 14に接続されている。この場合、空洞部４は底部にラックが閉じた位置
にある時、接続配線の各線を受けるための空間を有する。実際、これらの配線は、自然に
ラックを開こうとする力を働かせる。チップ７はコネクタ 13によってこの時引っ掻かれる
ことがないのでこの方法は特に有効であり、このコネクタは可動式コネクタと比較すると
製造が簡単である。
【００１６】
ＰＣＭＣＩＡカードがマイクロコンピュータの読取器内に入れられた時、この読取器の挿
入スロットの側壁は、ラックを閉じたままにするために、好ましくはこのラックの端部に
装着された止め具 16に保持力を働かせる。好ましくは、止め具 16は、挿入方向の前部に面
取り部 17を備え、ラック５の嵌め合いを補助する。また、ラック５と空洞部４との間に、
小さい摩擦が生ずるようにするか、または弾性タペットを配置して、ラックの閉じた状態
を保持することもできる。この場合、ラックの下方には、タブがあり、それによってラッ
クは取り外しができる。さらに、ラックは、好ましくは小型カード８を取り外すことがで
きるような貫通孔 18がその底部に形成されている。
【００１７】
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図２及び図３に図示したように、カード１には、各々小型カード８によって支持されてい
るチップを収容するための収容部 10を備える蓋９を取り付けてもよい。
この蓋９は、ＰＣＭＣＩＡカードの主な面の１つを被覆することができる。この蓋の長さ
は好ましくはカードの長さより僅かに小さく、第１のコネクタ３を覆わないようにする。
この蓋９は、好ましくは、ここでは説明しない小さいホック、ショルダ等の当業者には広
く使用されている各手段によってＰＣＭＣＩＡカードに係止されている。別の実施例によ
ると、蓋９はＰＣＭＣＩＡカードが挿入される滑り路を備えていてもよい。さらに、この
蓋９はＰＣＭＣＩＡカードを入れるよう構成された箱の底部に固定されていてもよい。
【００１８】
図２に図示した収容部は、手で小型カード８を入れて固定できる、例えば、ゴム引きされ
ているか、または、可撓性の端部を備える凹部である。この可撓性の端部は、小型カード
８によって支持されているチップ７の配置に適するよう構成されている。本発明による蓋
９は、最大で９個の小型カードを備える。さらに、各収容部 10の底部は好ましくは孔 11、
例えば、円形の孔を有し、小型カードがしっかり保持されても外せるようにする。
【００１９】
一方、図３に図示した収容部 10は滑り路によって形成されている。蓋９は、例えば、３つ
の小型カード８を各々収容できる３つの滑り路を有する。
上記の２つの場合、その蓋で被覆された携帯用カードの厚さは、３＋ 0.8 ＝ 3.8mm より僅
かに大きいだけである。実際、それは６ mmより小さい。先に算出した 10.2mmよりかなり小
さいこの厚さは、ユーザが許容できる大きさの範囲内である。
【００２０】
本発明の機能的な面に関して、本発明による携帯用カードを所有するユーザが、蓋９の小
型カード８に支持されているチップの特定のアプリケーションを実施しようとする場合つ
いて考察する。このユーザは、ＰＣＭＣＩＡカードの蓋９を取り外して、蓋９上の適切な
小型カードを選択し、この小型カードを取り出し、ラック５を開いて、このラックに小型
カード８を挿入し、ラックを再び閉じて、そのカードを読取器に挿入する。
小型カード８は、好ましくは、特定の銘またはロゴを有し、それによって、所望のアプリ
ケーションに対応する小型カードを即座に選択することができる。
【００２１】
蓋が取り外された後、小型カード８は、蓋の収容部内で滑らせることによるか（図３の場
合のように）、または孔 11を介して指で軽い圧力をかけることによって外して（図２の場
合のように）取り出すことができる。
選択したチップが取り出されると、例えば、指の爪を使用することによって、ラック５を
開いて、小型カード８をハウジング６内に挿入し、次にそのラック５を閉じれば十分であ
る。ラック５は、ラック５を備えるカードの端部によって形成された平面をほぼ横断する
方向に開閉する。ラック５は、それが開いている時でさえ、常にパック２に固定接続され
たままである。ハウジング６の斜めに切った端部は小型カード８を正確に方向決定するた
めに使用できる。この角は、位置を補正するものとして使用される。
第２のコネクタが、ラックの底部および空洞部のどちらに配置されているかにより、金属
化部分 15を形成するチップ７の８個のパッドとＰＣＭＣＩＡカードの能動素子との間の接
続、及びこれらの能動素子と第１のコネクタ３との間の接続は、それぞれラック５上また
は空洞部４内でなされる。
【００２２】
しかしながら、１つの問題が残る。すなわち、小型カード８の金属化部分 15の磨耗を制限
するという問題である。実際、提案した方法の内で、小型カード８が位置決めされている
間は金属化部分 15が上方を向いている方法の場合（図１ (bb)）、複数回小型カード８をカ
ードに挿入し、そこから取り出すと、ラック５が閉じている時、空洞部４の天井の下方に
配置された可撓性の突出したコンタクト 19の下方をこれらの金属化部分 15が通過すること
によって、金属化部分 15が引っ掻かれることになる。可撓性の突出したコンタクト 19は、
小型カード８の挿入時に小型カード８の各側面に必要な隙間を補正するために広い作用範
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囲を有することが必要なので、実際に、全ての引っ掻き傷はより深くなり、小型カード８
の保護のためには有害であると考えられる。従って、底部６を備えるラック５の製造によ
って、これらの隙間を１つのより大きい隙間に制限することができることが実現された。
従って、コンタクトの突起を制限し、小型カード８の金属化部分をより浅い範囲でしか引
っ掻かないカードを得ることが可能になった。もちろん、ラック５の底部は、取り出し孔
18がなければ、小型カード８を外すことを妨げてしまう。
【００２３】
これで、カードを読取器に差し込むことができ、チップ７はパーソナルコンピュータと直
接通信する。
安全性を向上させるために、ＰＣＭＣＩＡカードは、認識システムまたは識別コードを使
用するシステム等の所持者認識用システムを備える。
本発明の実施のために、携帯用カードは、異なる機能を有する小型カード、例えば、電話
小型カード、健康小型カード、テレビ小型カード、ビデオゲーム小型カード及び識別小型
カード等の様々な機能を有する小型カードを備えていてもよい。大容量メモリにより、小
型カードを組み合わせることで、異なるアプリケーションを同時に使用できる。
【００２４】
電話小型カードは、所定の単位数によって電話をかけるために使用される。さらに、その
時、ＰＣＭＣＩＡカードのマイクロプロセッサに接続されたメモリは、好ましくは個人化
（カスタマイズ）されたディレクトリを内蔵する。
健康小型カードは、例えば、ＰＣＭＣＩＡカードがその所持者の医療カードを緊急時に必
要な電話番号と共に内蔵する時、医療の支払いを行うために使用できる。
テレビ小型カードは、特に、加入式テレビで使用される。ＰＣＭＣＩＡカードのメモリは
、下記の要素、すなわち、週のテレビプログラム、ユーザの好み及び加入ペンディング有
効化を含む。
【００２５】
ビデオゲーム小型カードは、コンピュータネットワークを介してゲームの購買を可能にす
る。その時、ゲームは可能ならば圧縮された形態ですぐにＰＣＭＣＩＡカードの大容量メ
モリにすぐに組み込まれる。
識別小型カードは、ネットワークに流通する情報要素へのアクセスまたは建物への物理的
なアクセスを可能にする。後者の場合は、ＰＣＭＣＩＡカードはコンタクトをしないアク
セスのための転送アンテナを同時に含むことがある。
【００２６】
もちろん、多数のアプリケーションが可能である。各アプリケーションは、ユーザの要求
に合わせて、安全化されているか、またはされていないデータ要素を記憶するためにＰＣ
ＭＣＩＡカードの大容量メモリを使用することができる。また、マイクロプロセッサの安
全化されているメモリが各チップのサービスへのアクセス用コードを備える場合には、使
用頻度の高いユーザの非常に頻繁な記憶違いも問題にならないであろう。
【図面の簡単な説明】
【図１】　 (a)～ (cc)は、各々、携帯用カードのラックが開く時、このラック内の小型カ
ードの配置、及びそのラックを閉じる時を図示したものである。
【図２】収容部を備える蓋と小型カードの組を本発明による形態用カード上に重ねて配置
することを図示したものである。
【図３】滑斜路を備える蓋と小型カードの組を本発明による形態用カード上に重ねて配置
することを図示したものである。
【符号の説明】
１　カード
２　パック
３　コネクタ
４　空洞部
５　ラック
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６　ハウジング
７　チップ
８　小型カード
９　蓋
10　収容部
11　孔
12、 13　コネクタ
14　配線
15　金属化部分
16　留め具
17　面取り部
18　取り出し孔
19　コンタクト
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【 図 ３ 】
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